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衆
議
院
議
員
伴
野
豊
君
提
出
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
に
つ
い
て

公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
の
問
題
は
、
就
業
構
造
の
変
化
に
対
応
し
、
公
的
年
金
制
度
の
安
定
化
及
び
公
平
化
を
図
る
上

で
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
公
的
年
金
制
度
を
自
営
業
者
等
も
含
め
た
全
国
民
を
対
象
と
す
る
所
得
比
例
年
金
に
一
本
化

す
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
公
平
な
保
険
料
を
賦
課
す
る
た

め
の
基
礎
と
な
る
所
得
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
、
自
営
業
者
に
つ
い
て
は
事
業
主
負
担
が
な
い
た
め
保
険
料
負
担
が
被

用
者
の
二
倍
と
な
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
賃
金
が
低
い
者
や
就
労
時
間
が
短
い
者
の
給
付
水
準
が
大
き
く
低
下

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
就
業
生
活
か
ら
の
引
退
の
態
様
が
全
く
異
な
る
被
用
者
と
自
営
業
者

を
同
一
の
給
付
と
負
担
を
行
う
制
度
の
下
で
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
等
、
そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
様
々
な
制
約
や
十
分

に
議
論
が
必
要
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
を
図
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
も
様
々
な
意
見
が
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
本
年
五
月
六
日
の
自
由
民
主
党
、
民
主
党
及
び
公
明
党
に
よ
る
年
金
制
度
改
革
に
関
し
て
の
三
党
合
意
に
お
い
て
は
、

一



「
年
金
の
一
元
化
問
題
を
含
む
社
会
保
障
制
度
全
般
の
一
体
的
見
直
し
を
行
い
、平
成
十
九
年
三
月
を
目
途
に
結
論
を
得
て
、

随
時
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
社
会

保
障
制
度
に
関
す
る
国
会
の
審
議
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
制
度
全
般
に
つ
い
て
、
税
、
保
険
料
等
の
負
担
と
給
付
の
在
り
方

を
含
め
、
一
体
的
な
見
直
し
を
行
い
つ
つ
、
こ
れ
と
の
整
合
を
図
り
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も

の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
公

的
年
金
制
度
の
一
元
化
を
展
望
し
、
体
系
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
政
府
と
し
て
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
三
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
、
「
被
用
者
年
金
制
度
の
統
一
的
な
枠
組
み
の
形
成
を
図
る
た
め
に
、
厚
生
年
金
保
険
等
と
の
財
政
単
位
の
一
元
化
も

含
め
、
更
な
る
財
政
単
位
の
拡
大
と
費
用
負
担
の
平
準
化
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
被
用
者
年
金
制
度
が
成
熟
化
し

て
い
く
二
十
一
世
紀
初
頭
の
間
に
結
論
が
得
ら
れ
る
よ
う
検
討
を
急
ぐ
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
閣
議
決
定
等
に
沿
っ
た

二



取
組
を
鋭
意
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

日
本
た
ば
こ
産
業
共
済
組
合
（
以
下
「
た
ば
こ
共
済
」
と
い
う
。
）
に
加
入
し
て
い
た
法
人
（
以
下
「
日
本
た
ば
こ
産
業

株
式
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
の
保
険
料
率
は
千
分
の
百
五
十
五
・
五
、
日
本
鉄
道
共
済
組
合
（
以

下
「
鉄
道
共
済
」
と
い
う
。
）
に
加
入
し
て
い
た
法
人
（
以
下
「
旅
客
鉄
道
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険

者
の
保
険
料
率
は
千
分
の
百
五
十
六
・
九
で
あ
り
、一
般
の
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
保
険
料
率
の
千
分
の
百
三
十
五
・

八
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
格
差
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
率
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら

れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
解
消
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
般
の
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
保
険
料
率
は
現
行

の
千
分
の
百
三
十
五
・
八
か
ら
毎
年
千
分
の
三
・
五
四
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
二
十
一
年
九
月
に
千
分
の
百
五
十
七
・

〇
四
と
な
り
、
現
行
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
等
及
び
旅
客
鉄
道
会
社
等
に
使
用
さ
れ
る
者
の
保
険
料
率
を
上
回
る
こ

と
と
な
る
た
め
、
同
月
以
後
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
も
一
般
の
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
率
と
同
率

と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
（
以
下
「
農
林
共
済
」
と
い
う
。
）
に
加
入
し
て
い
た
農
林
漁
業
団
体
等
（
以
下
「
農
林

三



漁
業
団
体
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の

保
険
料
率
に
、
平
成
十
六
年
九
月
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
千
分
の
十
六
・
四
を
、
平
成
十
六
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
年
九
月

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
千
分
の
七
・
七
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
率
と
し
て
い
る
が
、
平
成
二
十
年
十
月
以
後
は
、
一
般
の

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
保
険
料
率
と
同
率
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
制
度
は
、
被
用
者
の
老
齢
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
保
険
給
付
を
行
い
、
被
用
者
及
び
そ
の
遺
族
の
生

活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
主
と
の
間
に
一
定
の
使
用
関
係
が
認
め
ら

れ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
所
要
の
要
件
に
該
当
し
な
い
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
こ

と
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
短
時
間
労
働
者
を
は
じ
め
厚
生
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
形
で
働
く
者
が
増
加
す
る
中
、
被

用
者
と
し
て
の
年
金
保
障
を
充
実
す
る
観
点
や
、
企
業
間
の
負
担
の
公
平
を
図
る
観
点
か
ら
、
短
時
間
労
働
者
の
厚
生
年
金

保
険
の
適
用
の
在
り
方
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
短
時
間
労
働
者
へ
の
厚
生

年
金
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
経
済
の
状
況
、
短
時
間
労
働
者
の
就
業
の
実
態
、
企
業
や
雇

四



用
へ
の
影
響
等
を
十
分
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
般
成
立
し
た
改
正
法
に
お
い
て
は
、
五
年
後
を
目
途
に
総
合

的
な
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
旨
の
検
討
規
定
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
二
月
以
内
の
期
間
を

定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
に
お
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
が
、
当
該
期
間
を
超
え
、

引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
年
金
制
度
が

長
期
間
に
わ
た
る
拠
出
に
基
づ
き
生
活
を
支
え
る
給
付
を
行
う
制
度
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
こ
の
取
扱
い
は
合
理

的
な
も
の
と
考
え
る
。

�
に
つ
い
て

平
成
九
年
四
月
の
た
ば
こ
共
済
及
び
鉄
道
共
済
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
へ
の
統
合
に
当
た
っ
て
は
、
統
合
前
の
た
ば
こ
共

済
及
び
鉄
道
共
済
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
期
間
に
係
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
は
、
各
被
用
者
年
金
制
度
か
ら
財
政
支
援
が
長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会

社
等
及
び
旅
客
鉄
道
会
社
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、保
険
料
率
の
特
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
四
年
四
月
の
農
林
共
済
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
へ
の
統
合
に
当
た
っ
て
は
、
統
合
以
降
の
農
林
漁
業
団
体

等
の
被
保
険
者
数
等
の
見
込
み
に
つ
い
て
、
統
合
時
の
見
込
み
よ
り
も
変
動
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
林
漁
業
団

五



体
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
保
険
料
率
の
特
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

統
合
後
に
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
等
及
び
旅
客
鉄
道
会
社
等
並
び
に
農
林
漁
業
団
体
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
に

つ
い
て
は
、
同
じ
法
人
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
、
統
合
前
に
た
ば
こ
共
済
及
び
鉄
道
共
済
並
び
に
農
林
共
済
の

組
合
員
で
あ
り
統
合
後
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
こ
と
、
仮
に
統
合
が
な
け
れ
ば

よ
り
高
い
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
各
被
用
者
年
金
制
度
か
ら

財
政
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
保
険
料
率
の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
統
合
時
の
整
理
は
、
や
む
を

得
な
い
も
の
と
考
え
る
。

�
に
つ
い
て

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

一
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
市
町
村
に
対
し
て
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
旨
の
届
出
（
以
下
「
資
格
取
得
届
」
と
い
う
。
）
を
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格

を
取
得
す
る
年
齢
で
あ
る
二
十
歳
に
達
し
た
も
の
（
二
十
歳
に
な
る
以
前
に
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号

六



被
保
険
者
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
資
格
取
得
届
を
し
な
い
も
の
に
つ

い
て
、
平
成
十
年
度
か
ら
、
資
格
取
得
届
を
な
す
べ
き
旨
の
勧
奨
状
を
二
度
に
わ
た
り
送
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
勧
奨
状
の
送
付
に
も
か
か
わ
ら
ず
資
格
取
得
届
を
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
年
金
手
帳
を
送
付
し
、
資
格
取
得
届
が
な

く
て
も
国
民
年
金
の
適
用
に
係
る
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
号
被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
又
は
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
に
種
別
を
変
更

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
被
保
険
者
の
種
別
の
変
更
の
届
出
（
以
下
「
種

別
変
更
届
」
と
い
う
。
）
を
し
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
平
成
十
年
度
か
ら
、
種
別
変
更
届
を
な
す
べ
き
旨
の
勧
奨
状
を
送
付

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
今
後
、
送
付
し
て
い
る
勧
奨
状
の
内
容
を
よ
り
分
か
り
や
す
い
も
の
に
改
善
す
る
等
の
工
夫
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
。
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